
放課後児童クラブの利用(問合わせ・申込み) 

⇒お住まいの市(区)町子育て支援担当課にお問合わせください。 

 

 

 

 

 

   放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)は、親が共働きなどで昼間家庭にいない

小学生に、授業の終了後に安全な遊び場や生活の場を提供します。 

小学校の空き教室や校内の専用施設、児童館などに設置されています。 

 

 

 

 

 

※ 「放課後児童クラブ」以外にも、地域の方々の参画を得て、放課後や週末に小

学校等で遊びや学習・スポーツ活動等の場を提供する「放課後子ども教室」を

実施しています。 

※ 兵庫県では、「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」を一体的または連携し

て実施する「ひょうご放課後プラン事業」を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

情報提供 

連携協力 

学習の場 

交流の場 

遊びの場 

生活の場 

遊びの場 

対  象：小学校１～６年生全員 対  象：小学校共働き家庭等 

１～６年生(登録児童) 

児童クラブ 子ども教室 

学習の場 

放  課  後  児  童  ク  ラ  ブ 

ひょうご放課後プラン事業 


